
尾鷲市福祉保健センター消防用設備等点検業務委託仕様書

＜共通＞

１ ． 目的

本業務は、 消防法第８ 条の２ の２ 、 第１ ７ 条の３ の３ の規定に基づき、 尾鷲

市福祉保健センター（ 本館、自家発電施設等） の各消防用設備の機能保全のため

技術員を派遣し、消防用設備等の点検、防火対象物の点検及び消防署への報告を

行う ものである。

２ ． 適用基準等
ア 契約書
イ 消防法、 同法施行令、 同法施行規則及びこれに基づく 告示等
ウ 関係諸法令等
エ その他関係通知等

オ その他指示するもの

３ ． 許認可申請

業務内容により関係官庁へ認可申請、 報告、 届出等の必要がある場合には、

その手続きは受注者の負担により本市を代行し行う こと。また、業務内容により

本市が関係官庁に認可申請報告、届出を必要とする場合、受注者は書類作成等に

ついて協力すること。

４ ． 施行方針
（ １ ） 適用範囲

ア 本業務の目的達成のために当然必要と思われるものについては、受注者の
責任において完備すること。 ただし、 本市及び受注者とも事前に予知でき
ない事項についてはこの限りでない。

イ 受注者は、 本仕様書、 設計書について業務施行中に不備や疑義が生じた
場合は、 本市と十分協議のうえ遺漏のないよう業務を行う こと。

ウ 本業務に修理は含まれない。だだし、本市からの依頼対応はその限りでは
ない。

エ 使用材料及び機器は、 すべてそれぞれの用途に適合する欠点のない製品
で、 かつすべて新品とし、 日本工業規格（ Ｊ Ｉ Ｓ ）、 電気規格調査会標準規
格（ Ｊ Ｅ Ｃ ）、 日本電気工業会標準（ Ｊ Ｅ Ｍ） 等の規格が定められているも
のは、 これらの規格品を使用すること。

オ 本業務に伴い、軽易に調整、部品の交換および清掃等が必要なものがあれ
ば、 受託金額の範囲内で実施するものとする。

（ ２ ） 自家発電機設備点検

ア 点検については、 前期は半年点検、 後期は1年点検を実施する。

イ 報告書は別冊にて点検報告書を作成し提出すること。

５ ． 業務期間

契約日から令和８ 年３ 月３ １ 日



６ ． 協議

点検は年間工程表を作成し実施すること 。 その場合、 期日を本市と十分協

議し実施すること 。

７ ． 業務範囲

ア 外観機能点検

イ 外観機能点検＋総合点検
ウ 防火対象物定期点検
エ 自家発電機設備点検

８ ． 報告書

受注者は、本業務完了に際して、点検報告書を詳細に明記するとともに、点検
記録表及び消防提出報告書、 その他必要な書類を添付し提出するものとする。
ア 外観機能点検報告書 年１回
イ 外観機能点検＋総合点検報告書 年１回
ウ 自家発電機点検報告書 年２回
エ 防火対象物定期点検報告書 年１回

９ ． 緊急故障時

緊急故障時には、本市からの指示に基づき、直ちにサービスマンを派遣して緊
急点検・ 調査対応及び応急修理を行う こと。

また、受注者の責に帰すべき事由により 、設備等に損害を与えた場合は、直ち

に本市へ報告するとともに、 損害を賠償しなければならない。

１ ０ ． 労働災害の防止

業務中の危険防止対策を十分に行い、また、作業者への安全教育を徹底し、労

働災害の発生がないように努めること。現場の作業使用面積は最小限の範囲とし、

業務完了後において現況復旧すること。 また、 現場内は常に整理整頓を励行し、

災害、 盗難などの事故防止に努めること。

１ １ ． 業務経費の負担

ア 業務にかかる電力、用水等は本市の承諾を得て、指定する箇所から分岐し
使用するものとする。

イ 点検上必要な消耗性部品・ 薬品・ 油脂類・ ウエス・ 工具・ 試験機器等は全
て受注者負担とする。

ウ 誘導灯及び誘導標識設備のランプについて、寿命と見なされるもの、また
は不点灯の場合、 ランプ及び交換作業は受注者負担とする。

１ ２ ． 撤去材の処理等
本業務により発生した廃棄物は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基

づき受注者の責任により適正に処理すること。

１ ３ ． 修理
修理については別途協議するものとし、 本市からの指示に基づき対応する

こと。



建物・ 設備の明細

＜建物規模＞
ア 構造 鉄筋コンクリート 造地上４ 階地下１階建
イ 建物延面積 ３ ５ ４ ８ ． ９ ５ ２ ㎡

＜設備＞
１ ． 消火器具
〇 製造者名 ヤマト
〇 種別 ABC10型3. 0Kｇ
〇 設置数 ２ ２

２ ． 自動火災報知設備
〇 製造者名 能美防災(株)
〇 型式等 受第9～125号 FCRG034SA ＲＧ型
〇 アド レス ２ ５ ５
〇 設置数 熱感知器差動式スポッ ト 型 ８ ７

熱感知器定温式スポッ ト 型 １ ２
煙式スポッ ト 型光電式 ３ ６
発信機 １ ３

※ 別紙参照

３ ． ガス漏れ火災警報設備
〇 製造者名 能美防災株式会社
〇 形式等 FCRG034SA
〇 設置数 ６

４ ． 消防機関へ通報する火災報知設備

〇 製造者名 能美防災(株)
〇 型式等 火通－045号 CAFJ002-R
〇 設置数 １

５ ． 非常警報器具及び設備
〇 製造者名 松下通信工業株
〇 型式等 WK－850A
〇 設置数 １ ２ ０ 回線１ ４ 窓

６ ． 避難器具
〇 製造者名 (株)マルニシ
〇 型式等 は第7～5号
〇 設置数 ３

７ ． 誘導灯及び誘導標識
〇 誘導灯信号装置 １
（ 避難口誘導灯）
〇 Ｂ級 １ ３

（ 通路誘導灯）
〇 Ｂ級 １ ３
〇 Ｃ級 １
〇 大型 １ ２



８ ． 防排煙制御設備
〇 製造者名 能美防災(株)
〇 型式等 FCR9034SA
〇 設置数 防火シャッター １

ダンパー ２

９ ． 屋内消火栓設備
（ ポンプ）
〇 製造者名 (株)荏原製作所
〇 型式等 40MDFU4 65. 5（ P99767477）
〇 設置数 １
（ ボックス設置数） １ ３

１ ０ ． 泡消火設備
（ ポンプ）
〇 製造者名 (株)荏原製作所
〇 型式等 80×65FSHFP 615C
〇 設置数 １
（ フォームヘッ ド設置数） ７ ７
（ 一斉開放弁設置数） ８

１ １ ． 非常電源
（ 自家発電設備）
〇 製造者名 日本車輛製造(株)
〇 形式等 ＮＥ Ａ－１ ０ １ ４
〇 設置数 １

（ 蓄電池設備）
〇 製造者名 古河電池(株)

〇 形式 ＨＳ１ ２ ０ －６ Ｅ
〇 設置数 １

＜その他＞
別添図参照























特 記 仕 様 書

以下の事項に基づいて業務を執行するものとします。

１ 暴力団等不当介入に関する特記事項

尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第７条第１項の規定によ

り、受注者は、本市と締結した契約等の履行に際して、受注者又は下請負人等が

暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（ 以下「 暴力団等」 という。） による

不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。

（ １） 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否

し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、

捜査上必要な協力を行うこと。

（ ２） （ １） により所管の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行

った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書

で行うこと。

（ ３） 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等

の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。


